
都市計画審議会の審議を経て都市
計画変更（削除）を行う。

公園・緑地等
として整備

斡旋不調

行為制限の解除
（申出から3か月後）

価格の協議等

所有者による区長への買取り申出

営農の継続

買取り申出から都市計画変更までの流れ

生産緑地地区の削除

買取る旨の通知

生産緑地として管理

斡旋成立

農林漁業希望者への斡旋

買取らない旨の通知

・主たる従事者の死亡又は故障
・生産緑地指定後30年経過
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